
宮城県伝統的工芸品産業振興費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１ 県は、伝統的工芸品産業の振興を図るため、伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭和

４９年法律第５７号。以下「法」という。）第２条第１項の規定により伝統的工芸品として指

定を受けた工芸品、宮城県伝統的工芸品振興対策要綱第２の規定により伝統的工芸品として指

定を受けた工芸品又は市町村が地場産業として支援している工芸品を製造する者（以下「補助

事業者」という。）が、単独又は共同で行う伝統的工芸品産業振興事業に要する経費につい

て、当該補助事業者に対し、予算の範囲内において伝統的工芸品産業振興費補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和５１

年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるとこ

ろによる。 

（交付対象等） 

第２ 補助金の交付対象となる補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 法第２条第１項の規定により伝統的工芸品として指定を受けた工芸品に係る指定申出団体

（以下「国指定申出団体」という。）の構成員 

(2)  宮城県伝統的工芸品振興対策要綱第７の規定による登録事業者等（以下「県指定登録事

業者」という。） 

(3) 事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他の団体であって、その構成員（行政庁

が含まれる場合は、行政庁を除いた構成員）のうち次に定める者の占める割合が２分の１を

超える団体 

イ 「国指定申出団体」の構成員 

ロ 「県指定登録事業者」 

(4) 事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他の団体であって、その構成員のうち次

に定める者が１者以上参画している団体で、知事が特に認める団体 

イ 「国指定申出団体」の構成員 

ロ 「県指定登録事業者」 

(5) 宮城県内において、次に定める要件で工芸品を製造する者及び事業協同組合、協同組合

連合会、商工組合その他の団体であって、その構成員のうち次に定める要件で工芸品等を製

造する者が１者以上参画している団体で、知事が特に認めるもの。 

  イ 主として日常生活で使用される工芸品であること。 

  ロ 製造過程の主要部分が手作りであること。 

  ハ 概ね１０年以上、同様の技術又は技法により製造されたものであること。 

二 概ね１０年以上、同様の原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものである

こと。 

２ 補助金の交付対象となる経費は、別表に掲げる経費のうち知事が必要かつ適当と認められる 

ものとし、その補助率は別表に掲げるとおりとする。 

３ 補助事業者に交付する年間の補助限度額は、次のとおりとする。 

 (1)要綱第２第１項(1)から(4)に該当する補助事業者 限度額なし 

 (2)要綱第２第１項(5)に該当する補助事業者 １補助事業者につき年間４０万円 

 

（交付の申請） 

第３ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は別記様式第１号によるものとす

る。 

２前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控

除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和

６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税額との合計額に補助率を乗じて得

た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時におい

て補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限り



でない。  

３ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のと

おりとする。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 事業費積算明細書 

(4) 定款、寄附行為、規約等 

(5) 第２第１項（４）又は（５）に該当する者として申請する場合のみ申請者の概要 

（交付の条件） 

第４ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、

別記様式第２号により知事の承認を受けるものとし、その添付書類は、第３を準用するこ

と。ただし、経費区分ごとに配分された額の２０％を超えない場合においては、この限りで

ない。 

 (2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第３号により知事の承認を

受けること。 

 (3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合にお

いては、速やかに別記様式第４号により知事に報告してその指示を受けること。 

 

（遂行状況報告） 

第５ 規則第１０条の規定による報告は、知事が補助事業の遂行及び支出状況について報告を求

めたときは、速やかに様式第５号による報告書を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告のほか、必要と認めるときは、現地調査を行うことができる。 

 

（実績報告） 

第６ 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記様式第６号によるも

のとする。 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了若しくは廃止承認の日から３０日以内又は

交付決定の日に属する会計年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日までとする。 

３前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税

額が明らかになった場合には、これを減額して報告しなければならない。 

４ 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次

のとおりとする。 

(1) 事業成績書 

 (2) 収支決算書 

 (3) 事業費内容明細書 

 (4) 補助対象経費内訳書 

 

（補助金の交付方法） 

第７ 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が必要と認めるときは、規則第１５条ただし書の規定により

概算払により交付することができるものとし、その請求書の様式は、別記様式第７号によるも

のとする。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第８ 補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が

確定した場合には、別記様式第８号により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は

一部の返還を命ずる。 

（財産の処分及び管理） 

第９ 規則第２１条第２号及び第３号の規定により処分の制限を受ける財産は、取得価格又は効



用の増加額が５０万円以上の財産とする。 

２ 補助事業者は、前項の財産を処分しようとするときは、あらかじめ別記様式第９号を知事に

提出し、承認を受けなければならない。 

３ 知事は、前項の承認をした場合において、当該取得財産が耐用年数を経過している場合を除

き、取得財産を処分することにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させる

ことがある。 

４補助事業者は補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については別記様式第１０号に

よる取得財産等管理台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。 

 

（成果報告） 

第１０ 補助事業者は、補助事業の完了後において、知事から当該補助事業に係る成果等につい

て報告を求められた場合は、知事が指定する様式により、知事に報告しなければならない。 

 

（成果発表等） 

第１１ 知事は、補助金を交付した事業の補助事業名、補助事業者名、所在地、補助事業の成果

等を公表することがある。 

 

（帳簿等の整備） 

第１２ 補助事業者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整理

し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなけ

ればならない。 

 

（書類の提出部数） 

第１３ この要綱により知事に提出する書類の提出部数は、１部とする。 

 

（その他） 

第１４ この要綱に定めるもののほか、補助金交付等に関し必要な事項については、別に定め

る。 

 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１８年６月１４日から施行し、平成１８年度予算に係る補助金に適用す

る。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該

補助金にも適用するものとする。 

３ 宮城県伝統的工芸品産業産地振興対策費補助金交付要綱（平成５年９月２２日施行）は廃止

する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２０年６月１日から施行し、平成２０年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該

補助金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２４年１２月２６日から施行し、平成２４年度予算に係る補助金に適用す

る。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該

補助金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年３月３０日から施行し、平成２８年度予算に係る補助金に適用す



る。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該

補助金にも適用するものとする。 

  

附 則 

１ この要綱は、令和４年７月１９日から施行し、令和４年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該

補助金にも適用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該

補助金にも適用するものとする。 

 



別表（補助対象経費） 

事 業 区 分 内     容 補助率 

  経  費  区  分 第２第１項

(1)(2)(3) 

第２第１項

(4)(5) 

後継者育成事業 従事者の技術向上

又は具術習得のた

めに行う事業 

講師謝金、講師旅費、会議費、会場借料、印刷

製本費、資料購入費、教材費、工具･用具類購

入費、機器･道具類借料及び消耗品費、後継者

育成事業の一部を委託する経費 

３分の２ ２分の１ 

 

 

 

技術・技法の記録 伝統的工芸品の技

術・技法を後世に残

すために行う記録

収集・保存事業 

専門家謝金及び委員謝金、専門家旅費及び委員

旅費、会議費、会場借料、資料購入費（文献、

作品等）、印刷製本費、消耗品費、雑役務費及

び通信運搬費、技術・技法の記録収集・保存事

業の一部を委託する経費（記録フィルム及び記

録文献の作成等） 

３分の２ ２分の１ 

収集・保存事業 

 

 

原材料確保対策

事業 

原材料を確保する

ために行う保全事

業 

専門家謝金及び委員謝金、専門家旅費、委員旅

費及び調査旅費、会議費、会場借料、資料購入

費、印刷製本費、原材料分析費、消耗品費、雑

役務費及び通信運搬費、原材料確保対策事業の

一部を委託する経費 

３分の２ ２分の１ 

 

 

 

需要開拓事業 伝統的工芸品の新

販路の開拓のため

に行う展示会又は

見本市の開催又は

出展の事業 

専門家謝金及び委員謝金、専門家旅費、委員旅

費、事務打ち合わせ旅費及び出展旅費 

会議費、会場借料、資料購入費、消耗品費、雑

役務費、印刷製本費（パンフレット、ポスター、

案内状、報告書等）、通信運搬費、広告宣伝費、

装飾費、出展費及び搬入搬出費、需要開拓事業

の一部を委託する経費 

３分の２ ２分の１ 

 

 

 

意匠新商品開発

事業 

外部専門家等を活

用した新商品開発

事業 

専門家謝金及び委員謝金、専門家旅費、委員旅

費及び事務打ち合わせ旅費、会議費、会場借料、

資料購入費、消耗品費、雑役務費、印刷製本費、

通信運搬費、新商品試作費及び特許商標等取得

に係る経費、意匠新商品開発事業の一部を委託

する経費 

３分の２ ２分の１ 

 

 

 

品質表示、知名度

向上事業 

品質表示、知名度向

上のために行う事

業 

専門家謝金及び委員謝金、専門家旅費、委員旅

費及び事務打ち合わせ旅費、会議費、会場借料、

資料購入費、消耗品費、雑役務費、印刷製本費、

通信運搬費、広告宣伝費及び特許商標等取得に

係る経費、品質表示、知名度向上事業の一部を

委託する経費 

３分の２ ２分の１ 

 

 

 

産業活動維持保

全事業 

工芸品の製造に

供する備品（１０

万円以上）の更

新、修繕のために

行う事業 

修繕費、道具類購入費 ２分の１

(上限 

３０万円) 

３分の１

（上限 

 ３０万円） 

その他 その他知事が必要と認める経費 ３分の２ ２分の１ 


